
令和３年度第２回柏市スポーツ推進審議会
報告事項

令和４年３月２９日（火） 午後３時～

（公財）吉田記念テニス研修センター 会議室
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１．地域づくり推進部の組織改編について

２

〇組織改編図

秘書課

広報広聴課
・広報かしわ作成

・市ホームページ作成

・広聴業務

近隣センター
スポーツ課
・スポーツ推進事業

・スポーツ施設管理

・ホームタウン事業

協働推進課
・市民活動支援業務

・男女共同参画推進業務

・国際協働推進業務

・平和活動支援業務

・外国人相談窓口業務

地域支援課
・ふるさと協議会，町会支援業務

・近隣センター施設管理

・公共施設予約システム作成

令和３年度

地域づくり推進部

秘書課

広報広聴課
・外国人相談窓口業務を追加

・シティプロモーション業務を新設

市民課
パスポートセンター
消費生活センター
保険年金課
国民年金室
沼南支所

企画部 共生・交流推進センター
・ホームタウン事業を追加

市民活動支援課
・市民活動支援業務を追加 近隣センター

市民生活部

※従来からの市民生活部

広報部
(新設)

令和４年度

スポーツ課
・スポーツ推進事業

・スポーツ施設管理



２．ホームタウン事業の移管について

３

【ホームタウン事業の移管】

〇ホームタウン事業とは

・もともとは，サッカーJリーグがJクラブの本拠地を「ホームタウン」と呼び，Jクラブと地域が一体となっ
てまちづくりに取り組む理念を言語化したもの

〇ホームタウン事業の設置目的

(1) ホームタウンチームの支援

(2) ホームタウンチームを核とした地域団体の連携促進

(3)ホームタウンチームを活用した地域コミュニティの活性化

(4) ホームタウンチームを活用したスポーツ推進



２．ホームタウン事業の移管について

４

【ホームタウン事業の移管】

〇平成３１年度のホームタウン事業のスポーツ課への移管の目的

・平成３１年度にスポーツ課を教育委員会から地域づくり推進部に移管

・市長部局の移管にあわせて，ホームタウン事業をスポーツ課へ移管

・この当時の移管では，ホームタウンチームと地域のスポーツ競技団体との連携に着眼点を置き，
地域のスポーツ資源を活用しながらスポーツ推進の充実を図ることを目的とした。



２．ホームタウン事業の移管について

５

【ホームタウン事業の移管】

〇今回のホームタウン事業の共生・交流推進センターへの移管の目的

・ホームタウン事業には，スポーツ推進だけでなく，ホームタウンチームをハブとして，地域の様々な主体
間の連携を促し，スポーツの枠を超えたまちづくりを推進することが期待されている

・市として，スポーツの枠を超えたまちづくりの推進という点においては，まだまだ取り組みが十分でないと
いう課題認識を持っている

・ホームタウン事業を企画部に置くことで，多種多様な視点を踏まえ，より俯瞰した位置付けで施策的な業
務に取り組み，市役所全体で発信し，推進する役割を担う



２．ホームタウン事業の移管について

６

【ホームタウン事業の移管】

〇ホームタウン事業とスポーツ推進事業の取り扱い

・スポーツ課

ホームタウンチームと地域のスポーツ競技団体が連携したス
ポーツ教室の開催など，スポーツ振興に関わる事業

・共生・交流推進センター

ホームタウンチームと地域の多様な主体間の連携を促進し，
まちづくりを推進するホームタウン推進



２．ホームタウン事業の移管について

７

【ホームタウン事業の移管】

〇市民生活部でのスポーツ課の位置づけ

・引き続き，第２期柏市スポーツ推進計画に基づき，スポーツ推進に留まらず，地域
コミュニティの活性化といった視点も踏まえた関係団体との連携を進めていく

・また，スポーツを活かした健康寿命の延伸など，保健事業を視野に入れながら，国
民健康保険との連携など組織横断的な課題に対し積極的に取り組む



３．来年度審議会の主要議題について

【市営スポーツ施設に係る利用料金の改定について】

・旧柏地区と旧沼南地区のスポーツ施設において，利用料金に差異があり，その解消を一つの目的
とする

・現在，施設運営において生じている諸課題の解消や受益者負担の観点から，利用料金の最適化を
図っていく

・具体的な内容については，令和４年度第１回審議会にて説明予定

※来年度の審議会は３～４回の開催を予定しています。

８


